
■プラスチックのリサイクルに係る法律

【出典】環境省・経済産業省ＨＰほか

・家庭から排出されるごみの重量の
約２～３割、容積で約６割を占める
容器包装廃棄物について、リサイ
クルの促進等により、廃棄物の減
量化を図るとともに、資源の有効利
用を図る

・本法は、以下の３つの視点から循
環型経済システムの構築を目指す
1)事業者による製品の回収・リサイ
クルの実施などリサイクルの強化
2)製品の省資源化・長寿命化等によ
る廃棄物の発生抑制（リデュース）
3)回収した製品からの部品等の再
使用（リユース）、また産業廃棄物
対策として、副産物の発生を抑制
（リデュース）し、リサイクルの促進

法律の目的

ＰＥＴボトル（飲料・特定調
味料・酒類を充てんする
ためのもの）、プラスチッ
ク製容器包装が再商品化
義務の対象

容器包装リサイクル法
平成９年４月施行
（容器包装に係る分別
収集及び再商品化の
促進等に関する法律）

プラスチック製容器包装
の製造事業者及び輸入
事業者は、分別回収の促
進のための表示を行うこ
と

資源有効利用促進法
平成１３年４月施行
（資源の有効な利用の
促進に関する法律）

プラスチック
に係る内容

法律の名称
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